
なぜアガルートでは
徹底解説

最短合格をうたうアガルート。ではなぜアガルートでは
最短合格を目指せるのか。その理由を解説します。

P10-17 P18-23

最短合格を  目指せるのか？

・使いやすいマイページ
・スマホアプリも誕生！
・教材も質問も演習も！オンラインで完結！

P24-31
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最強のカリキュラム

最適な学習環境

合 格

2 充実のフォロー体制



なぜアガルートでは
最短合格を目指せるのか？

徹底解説徹底解説徹底解説

フォロー制度

バーチャル校舎
短答

セルフチェック
Webテスト

インプット アウトプット
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※は「入門カリキュラム （フル）」にのみ含まれる講座です

AWESOME
コンサルティング

＊1「入門カリキュラム（フル）」の受講生が対象で、「入門カリキュラム（ライト）」と「入門総合講義」単体ご購入の場合は対象外
＊2「入門カリキュラム（フル・ライト）」の受講生が対象で、「入門総合講義」単体ご購入の場合は対象外
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＜2026年合格目標カリキュラム内講座設計図＞

POINTPOINT

行政書士試験は、配点が高い行政法と民法を徹底的に学習する必要があります。
「逐条ローラーインプット講座」では行政法と民法の条文に沿って復習し、「他資格民法パーフェクト80」では不足しがちな
民法をさらに対策します。また基礎知識は足切りに注意が必要です。基礎知識のなかで対策しやすい文章理解を「文章理解
対策講座」で対策し、満点を目指すことで足切り回避に近づけます。最後に「模擬試験」で総仕上げしましょう。
試験に出やすいところ・点数がとりやすいところに焦点を当てた充実の講座ラインナップで、合格をより確実なものにでき
ます。さらに、2026年合格目標講座より「時事・統計対策講座」が追加！出題可能性のある最新内容を盛り込んで解説する
ため、試験直前期の時事範囲までカバー可能です。

民法と行政法を中心に攻略！着実に地力をつけるカリキュラム設計

FACTOR 01-01 必要な要素を網羅した

カリキュラム設計
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法律系資格の入門として受験される方も多い行政書
士試験。 試験対策を行うにあたって重要なのは、学習
を継続することです。 行政書士の学習が面白いと思っ
てもらえるよう、様々な例えや身近な例を用いて講
義を進めてまいります。 「早く次の単元を勉強したい」
と前向きな気持ちで学習ができる講義を提供します！

法律初学者でも安心！

出題カバー率95.7％！
試験問題の出題カバー率は驚異の95.7% ！講座は、
まず大きな「幹」の部分を制作し、加えて毎年最新
情報を基にブラッシュアップを行っています。
最新の法改正・最新判例を講義動画とテキストに反
映するので合格に必要な知識をすべて網羅的にイ
ンプットすることができます。
合格に必要な情報はすべて講義内でキャッチアッ
プできるため、法律に不慣れな方や、法律について
ブランクのある方でも安心です。

過去問は体系別に択一式約530問、記述式約50問を
収録！行政書士試験では過去問で問われた趣旨や論
点を理解していれば解ける問題が多く出題されるため、
過去問演習が合格の鍵となります。短答過去問では
過去10年分の問題を収録し、すべての肢について豊
富な解説を記載しているので、合っていたかだけで
はなく他選択肢の周辺知識までしっかり押さえるこ
とができます。また、記述式過去問では、配点ととも
に押さえるべきポイントを詳しく解説しているので、
記述式試験が初めての方でも論点抽出の方法から文
章の組み立て方まで身につけることができます。

過去問を軸にした実践演習

　→26行書の内容にカエ；済



なぜアガルートでは
最短合格を目指せるのか？

徹底解説徹底解説徹底解説

過去問出題実績一覧表

407

過 去 問 出 題 実 績 一 覧 表 ※

第１編　民法総則
第１章　民法序論
第１　民法の全体像 ＢＢ なし
第２　民法の三大原則 ＡＡ なし
第３　私権の内容と行使に関する制約 ＢＢ なし

第２章　自然人（権利の主体①）
第１　権利能力 ＡＡ なし
第２　意思能力 ＢＢ なし
第３　行為能力 ＡＡ H27、H30、R2
第４　失踪宣告 ＢＢ R3

第３章　法人（権利の主体②）
第１　法人の意義・種類 ＣＣ なし
第２　権利能力なき社団 ＢＢ H26、H29

第４章　物
第１　物の意義 ＣＣ なし
第２　物の分類 ＡＡ なし

第５章　法律行為
第１　法律行為の意義・種類 ＡＡ なし
第２　法律行為の有効要件 ＢＢ H30

第６章　意思表示
第１　意思表示の構造 ＡＡ なし
第２　受領能力 ＡＡ R3
第３　意思の不存在 ＡＡ H27、R4
第４　瑕疵ある意思表示 ＡＡ H26、H29、R2記
第５　意思表示のまとめ ＡＡ なし

第７章　代理
第１　はじめに ＡＡ H24
第２　代理権 ＡＡ なし
第３　代理行為 ＡＡ なし
第４　復代理 ＢＢ Ｒ元
第５　無権代理 ＡＡ H28、Ｒ元、R4記

第８章　無効と取消し
第１　無効 ＢＢ なし
第２　取消し ＡＡ なし

第９章　条件・期限・期間
第１　総説 ＢＢ なし
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1  行政法  行政法の一般原則 ５ 

 
１ 〇 ⇒総合講義 7 頁 
  本肢のとおりである。「侵害留保説」とは、国民に義務を課したり、国民

の権利を制限したりする侵害的な行政作用については、法律の根拠が必要
であるが、そうでないものは法律の根拠を要しないとするものである。本
問判決文では、「直接その私人の権利を制限しあるいはその私人に義務を課
すものではないから、行政行為には当たらず」「直接の根拠となる法律上の
規定が存在しないからといって、それだけで直ちに違法の問題が生じるこ
とはない」としている。これは侵害的な行政作用か否かで法律の根拠の要
否を決定するものであり、「侵害留保説」を前提にしているといえる。 

 
２ 〇 
  本肢のとおりである。本問判決文は、「その所管する事務とまったくかけ

離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の問題が生じるこ
とも考えられる」としている。 

 
３ 〇 
  本肢のとおりである。本問判決文は、「直接その私人の権利を制限しある

いはその私人に義務を課すものではないから、行政行為には当たらず、い
わゆる非権力的事実行為に該当」するとの理解を示した上で、本件のよう
な情報提供型の「公表」について、「国民の権利を制限し、義務を課すこと
を目的としてなされたものではな」いとしている。 

 
４ 〇 
  本肢のとおりである。本問判決文は、本件各報告の公表が含まれる公表

行為について、「その発生原因を特定して公表することに関して、直接これ
を定めた法律の規定が存在しないのは原告の指摘するとおりである」とし
ている。 

 
５ × 
  本問判決文は、事実上の効果に着目して法律上の根拠の要否を検討する

ことについてなんら言及していない。むしろ、「国民の権利を制限し、義務
を課すことを目的としてなされたものではなく、またそのような効果も存
しない本件各報告の公表」というような言い回しをしており、法的な効果
の有無に着目をしている。そこで、本肢の記述のように、特定の国民に重
大な不利益をもたらす事実上の効果があるか否かによって法律上の直接の
根拠が必要となるかどうかが決まるとの立場に立っているとはいえず、判
決の内容に明らかに反しているといえる。 

  

FACTOR 01-02

オリジナルテキスト
講師が試験を分析し作成した

14 15

第１編民法総則
第１章　民法序論

3

民法序論

テーマ 重要度

第１　民法の全体像 ＢＢ

第２　民法の三大原則 ＡＡ

第３　私権の内容と行使に関する制約 ＢＢ

第１章

4

アガルートアカデミー
行政書士試験　総合講義　民法

第１　民法の全体像
民法を勉強する際には、身近な事例を頭に思い浮かべながら、問

題になっている法律関係について考えてみるとよい。
抽象的な条文を具体的事例にあてはめることができれば、理解で

きているといえる。

［民法典の構成］

第 1 編
総 則

第１章
債権総則

第１章
親族総則

第 3 編
債 権

第４編
親 族

第 2 章 占有権

第３章 所有権

第４章 地上権・第 5 章 永小作権・第 6 章 地役権

第７章 留置権・第 8 章 先取特権・第 9 章 質権・第 10 章 抵当権

第 2 章 契 約

第３章 事務管理

第４章 不当利得

第５章 不法行為

第 2 節 贈与・第 3 節 売買

第４節 交換・第 5 節 消費貸借

第６節 使用貸借・第 7 節 賃貸借

第８節 雇用・第 9 節 請負

第 10 節 委任・第 11 節 寄託

第 12 節 組合・第 13 節 終身定期金

第 14 節 和解

第１節 契約総則

第２編
物 権

第 1 章
物権総則

第１章
相続総則

第５編
相 続

第２章 婚姻・第 3 章 親子・第 4 章 親権

第５章 後見・第 6 章 保佐及び補助・第 7 章 扶養

第２章 相続人・第 3 章 相続の効力 ・第 4 章 相続の承認及び放棄

第５章 財産分離・第 6 章 相続人の不存在・第 7 章 遺言・
第 8 章 配偶者の居住の権利・第９章 遺留分・第 10 章 特別の寄与

ＢＢ
CHECK

「総則」・「各則」とは

「総則」とは、その法律の
基本原理や基本事項を定める
ルールのことをいいます。こ
れに対し、個別的な事項を定
めるルールのことを「各則」
といいます。各則では、必要
最小限の規定のみを設け、総
則では、共通のルールを定め
た上で、冒頭に総則を掲げて
おく法律の体系を、パンデク
テン・システムといいます。

過去に使用していた市販のテキストとは比較に
ならない程の情報の濃さで、新しい発見が沢山
あることに気づきました。余分な負担が軽減さ
れた為、集中して取り組むことができました。

= user’s voice =

入門総合講義はテキスト、授業量
ともに充分すぎる内容、ボリュー
ムだと思います。これをこなしき
れば力は相当つくと感じました。

= user’s voice =
カラー刷りのテキストは読みやすく、知識の習得に最適なフォーマットと構成が
整っていました。視覚的な面でも効果的に内容を理解しやすかったです。総合講
義テキストにのみ学習焦点を絞り他の副読本は一切使用せずに学習を進めたこと
で、一貫性のある学習が可能となり総合講義だけで過去問を十分理解できました。

= user’s voice =

▼ 総合講義テキストより

毎年
最新情報を
反映！

講座は、まず大きな「幹」の部分を制作し、加えて毎年最新情報を基
にブラッシュアップを行っています。最新の法改正・最新判例を講義
動画とテキストに反映するので合格に必要な知識をすべて網羅的に
インプットすることができます。合格に必要な情報はすべて講義内
でキャッチアップできるため、初めての学習でも安心です。

合格に必要な知識が網羅されているのは
アガルートのテキストだけ！

出題カバー率95.7%！
わかりやすいテキスト

行政法 
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  1 

1  行政法  令和 02 年度 問題 08 Ｂ 
 
 
 
 
 

   
   

 
 次の文章は、食中毒事故の原因食材を厚生大臣（当時）が公表したこと（以
下「本件公表」という。）について、その国家賠償責任が問われた訴訟の判決
文である。この判決の内容に明らかに反しているものはどれか。 
 
 食中毒事故が起こった場合、その発生原因を特定して公表することに関し
て、直接これを定めた法律の規定が存在しないのは原告の指摘するとおりで
ある。しかし、行政機関が私人に関する事実を公表したとしても、それは直
接その私人の権利を制限しあるいはその私人に義務を課すものではないか
ら、行政行為には当たらず、いわゆる非権力的事実行為に該当し、その直接
の根拠となる法律上の規定が存在しないからといって、それだけで直ちに違
法の問題が生じることはないというべきである。もちろん、その所管する事
務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の
問題が生じることも考えられるが、本件各報告の公表はそのような場合では
ない。すなわち、厚生省は、公衆衛生行政・食品衛生行政を担い、その所管
する食品衛生法は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生
の向上及び増進に寄与すること」を目的としている（法１条）のであるから、
本件集団下痢症の原因を究明する本件各報告の作成・公表は、厚生省及び厚
生大臣の所管する事務の範囲内に含まれることは明らかである。このように、
厚生大臣がその所管する事務の範囲内において行い、かつ、国民の権利を制
限し、義務を課すことを目的としてなされたものではなく、またそのような
効果も存しない本件各報告の公表について、これを許容する法律上の直接の
根拠がないからといって、それだけで直ちに法治主義違反の違法の問題が生
じるとはいえない。 

（大阪地裁平成 14 年３月 15 日判決・判例時報 1783 号 97 頁） 
 
１ 法律の留保に関するさまざまな説のうち、いわゆる「侵害留保説」が前

提とされている。 
２ 行政庁がその所掌事務からまったく逸脱した事項について公表を行った

場合、当該公表は違法性を帯びることがありうるとの立場がとられている。 
３ 義務違反に対する制裁を目的としない情報提供型の「公表」は、非権力

的事実行為に当たるとの立場がとられている。 
４ 集団下痢症の原因を究明する本件各報告の公表には、食品衛生法の直接

の根拠が存在しないとの立場がとられている。 
５ 本件公表は、国民の権利を制限し、義務を課すことを直接の目的とする

ものではないが、現実には特定の国民に重大な不利益をもたらす事実上の
効果を有するものであることから、法律上の直接の根拠が必要であるとの
立場がとられている。 
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1  行政法  行政法の一般原則 ５ 

 
１ 〇 ⇒総合講義 7 頁 
  本肢のとおりである。「侵害留保説」とは、国民に義務を課したり、国民

の権利を制限したりする侵害的な行政作用については、法律の根拠が必要
であるが、そうでないものは法律の根拠を要しないとするものである。本
問判決文では、「直接その私人の権利を制限しあるいはその私人に義務を課
すものではないから、行政行為には当たらず」「直接の根拠となる法律上の
規定が存在しないからといって、それだけで直ちに違法の問題が生じるこ
とはない」としている。これは侵害的な行政作用か否かで法律の根拠の要
否を決定するものであり、「侵害留保説」を前提にしているといえる。 

 
２ 〇 
  本肢のとおりである。本問判決文は、「その所管する事務とまったくかけ

離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の問題が生じるこ
とも考えられる」としている。 

 
３ 〇 
  本肢のとおりである。本問判決文は、「直接その私人の権利を制限しある

いはその私人に義務を課すものではないから、行政行為には当たらず、い
わゆる非権力的事実行為に該当」するとの理解を示した上で、本件のよう
な情報提供型の「公表」について、「国民の権利を制限し、義務を課すこと
を目的としてなされたものではな」いとしている。 

 
４ 〇 
  本肢のとおりである。本問判決文は、本件各報告の公表が含まれる公表

行為について、「その発生原因を特定して公表することに関して、直接これ
を定めた法律の規定が存在しないのは原告の指摘するとおりである」とし
ている。 

 
５ × 
  本問判決文は、事実上の効果に着目して法律上の根拠の要否を検討する

ことについてなんら言及していない。むしろ、「国民の権利を制限し、義務
を課すことを目的としてなされたものではなく、またそのような効果も存
しない本件各報告の公表」というような言い回しをしており、法的な効果
の有無に着目をしている。そこで、本肢の記述のように、特定の国民に重
大な不利益をもたらす事実上の効果があるか否かによって法律上の直接の
根拠が必要となるかどうかが決まるとの立場に立っているとはいえず、判
決の内容に明らかに反しているといえる。 

  

行政書士試験の勉強中で一番利用したのは短答
過去問解説講座のテキストです。過去問をマス
ターすることにより、自信がつき、新たな知識
の習得を求めるモチベーションにも繋がりました。

= user’s voice =

ただ問題を解くだけでなく、その問題や解答、それに
まつわる条文、周辺知識にも考えを巡らせ、条文や
項目を理解することで、どんな問題が問われても答
えられるようにする意識をもって勉強していました。

= user’s voice =
短答過去問解説講座や総合講義で得た知識をテキストに書き込
みをし、短答過去問テキストを「読み物」として解説の暗記に
注力していきました。過去問テキストが単なる問題集ではなく

「過去問解説バイブル」となり過去問は殆どマスターしました。

= user’s voice =

▼ 短答過去問解説講座テキストより

法改正を
取りこぼさない
対策講座

総合講義テキストの何ページに
載っているのかが記載されている
ので、復習が捗ります！

行政書士試験では過去問で問われた趣旨や論点を理解していれば
解ける問題が多く出題されるため、過去問演習が合格の鍵となりま
す。短答過去問では過去10年分の問題を収録し、すべての肢につい
て豊富な解説を記載しているので、合っていたかだけではなく他選
択肢の周辺知識までしっかり押さえることができます。

過去問全肢を全問完全解説！
周辺知識までしっかり押さえる

過去問解説講座で
アウトプット対策！

インプットテキスト アウトプットテキスト

未

令和6年度試験令和6年度試験
出題カバー率出題カバー率

9595.7%.7%

巻末には出題実績一覧が記載されて
います。これにより過去問の出題実
績を意識しながら学習の優先順位を
つけて効率よく学習できます！

理解を
助ける
豊富な図表


